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第85号議案

長崎市議会議員及び長崎市長の選挙における選挙運動用自動車

の使用等の公営に関する条例の一部を改正する条例
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改正の概要

(1)改正理由

公職選挙法の一部改正に伴い、都道府県及び市議会議員の選挙において、

地方公共団体の長の選挙と同様に、候補者が選挙運動のためのビラの頒布が

できることとされた。

また、頒布可能となったビラについては、地方公共団体の長の選挙と同様

その作成に係る経費についても、公費負担としようとするもの。

公職選挙法によるビラ頒布の内容

ビラ頒布の上限枚数対象

ア都道府県議会候補者1人に 16,00

イ指定都市議会ついて、2種 8,00

ヒ{、類以内のビラ
ウ指定都市以外の、.

市議会
上限とする

工町村議会

(2)改正内容(第7条関係)

ビラの作成の公営について、長崎市長の選挙における候補者に限るとして

いた規定を削除し、長崎市議会議員及び長崎市長の選挙における候補者にっ

いて、限度額の範囲内で無料とすることができる規定とするもの。

(3)施行期日等

ア施行日平成3 1年3月1日

イ経過措置

施行日以降その期日を告示される長崎市議会議員の選挙について適用し、

同日の前日までにその期日を告示された長崎市議会議員の選挙につぃては、

なお従前の例による

0枚

0枚

4,000枚

頒布解禁を行わない。

公営について

条例で定めるところ

により、ビラの作成

について公費負担と

することができる

(4)ビラの公費負担の限度額(第 1 0条関係)

長崎市議会議員の選挙の候補者にかかるビラの作成の公営

限度額単価7.51円 X 頒布上限枚数4,00畊文 1 人当たり30,040円



2 条例に規定する選挙公営について

公費負担の限度額公費負担の対線区分

各日についーぐ選挙運動用一般運送契約選挙運動用自動車として使 、

(ハイヤー等)用された各日の料金の合計自動車 64,500円

金額(同一の日については、第4条関係

1 台に限る。)

※一般運送 自動車借選挙運動用自動各日についてその他の契約 、

契約または (一般運送契 入契約車として使用さ 15,800円

その他の契 れた各日の料金約以外、レンタ

約のいずれ ル等) の合計金額(同

かを選択 の日について

は 1台に限、

る。)

燃料供給選挙運動用自動 7,560円X選挙運

の契約車に供給した燃動の日数

料の代金

運転手の選挙運動用自動各日について、

雇用契約車の運転業務に 12,500円

従事した各日に

ついて支払う級

酬の合計金額

(同の日につ

いて1人に限

る)

ビラ(辛厭助当該候補者を通じて、作成単価(単価の限度額以内)に作成枚数

第 10条関係(市長 16,000枚以内、市議会議員 4,000枚以内)を乗じた金額

単価の限度額 7.馴円

ポスター当該候補者を通じて、作成単価(単価の限度額以内)に作成枚数

第13条関係(ポスター掲示場の数以内)を乗じた金額

単価の限度額(円)他7.50×(N-500)+573,030}/N

ルポスター掲示場の数

上記については、供託物が没収されない候補者に限り、条例で定められた限度

額内で、その経費の一部が公費で負扣されまナ

※下線部分は、今回改正部分



3 新旧対照表

第 1条(略)

紬動車の使用の公営)

第2条長崎市議会議員及び長崎市長の

選挙における候補者(以下「候補者」

という。)は、第6条に定める額の範

囲内で、自動車を無料で使用すること

ができる。ただし,、当該候補者に係る

供託物が法第93条第1項(同条第2項

において準用する場合を含む。)の規

定により市に帰属することとならない

場合に限る。

第3条~第6条(略)

(ビラの作成の公営)

第7条候補者(長崎市長の選挙におけ

現イテ

第1条佃制

岫動車の使用の公営、)

第2条長崎市議会議員及び長崎市長の

選挙における候補者(以下「候補者」

という。)は、第6条に定める額の範

囲内で、自動車を無料で使用すること

ができる。ただし、当該候補者に係る

供託物が法第93条第1項(同条第2項

において準用する場合を含む。)の規

定により市に帰属することとならない

場合に限る。

第3条~第6条(略)

(ビラの作成の公営)

第7条候補者は、第10条に定める額の

範囲内で、ビラを無料で作成すること

ができる。この場合に浦いては、第2

条ただし書の規定を準用する。

(下線は改正部分)

改正後(案)

る候補者に限る 9条及び 10条に

おいて同じ。)は、第10条に定める額

の範囲内で、ビラを無料で作成するこ

とができる。この場合においては、第

2条ただし書の規定を準用する。

第8条(略)

(ビラの作成の公費の支払)

第9条市は、候補者(前条の規定によ

る届出をした者に限る。)が伺条の契

約に基づき当該契約の相手方であるビ

ラの作成を業とする者に支払うべき金

額のうち、当該契約に基づき作成され

たビラの1枚当たりの作成単価(当該

作成単価が 7円51銭を超える場合に

は、 7円51銭)に当該ビラの作成枚数

(当該候補者を通じて法第142条第1

項第6号に定めるビラの枚数の範囲内

のものであることにつき、委員会が定

めるところにより、当該候補者からの

申請に基づき、委員会が確認したもの

第8条(略)

(ビラの作成の公費の支払)

第9条市は、候補者(前条の規定によ

る届出をした者に限る。)が同条の契

約に基づき当該契約の相手方であるヒ

ラの作成を業とする者に支払うべき金

額のうち、当該契約に基づき作成され

たビラの1枚当たりの作成単価(当該

作成単価が 7円51銭を超える場合に

は、 7円5H劫に当該ビラの作成枚数

(当該候補者を通じて法第142条第 1

項第6号に定めるビラの枚数の範囲内

のものであることにつき、委員会が定

めるところにより、当該候補者からの

申諸に基づき、委員会が確認したもの



現イテ

に限る。)を乗じて得た金額を、第7

条後段において準用する第2条ただし

書に規定する要件に該当する場合に限

り、当該ビラの作成を業とする者から

の請求に基づき、当該ビラの作成を業

とする者に対し支払う。

(ビラの作成の公費負担の限度額)

第10条第7条の規定によりビラを作成

する場合の公費負担の限度額は、候補

者1人について、 7円51銭にビラの作

成枚数(当該作成枚数が、法第142条

第1項第6号に定めるビラの枚数を超

える場合には、同号に定めるビラの枚

数)を乗じて得た金額とする。

第Ⅱ条~第15条(略)

改正後(案)

に限る。)を乗じて得た金額を、第7

条後段において準用する第2条ただし

書に規定する要件に該当する場介に限

り、当該ビラの作成を業とする者から

の請求に基づき、当該ビラの作成を業

とする者に対し支払う。

(ビラの作成の公費負担の限度額)

第10条第7条の規定によりビラを作成

する場合の公費負担の限度額は、候補

者1人について、 7円51銭にビラの作

成枚数(当該作成枚数が、法第142条

第1項第6号に定めるビラの枚数を超

える場合には、同号に定めるビラの枚

数)を乗じて得た金額とする。

第Ⅱ条~第15条(略)

附則

(施行,田

1 この条例は、平成31年3月1日か

を告示された長崎市議会議=の選挙に

ついては、なお従前の例による。

ら施行する。

(経過措置)

2 改正後の長崎市議会議=及び長崎市

長の選挙における選挙運動用自動車の

使用等の公営に関する条例の規定は、

この条例の施行の日以後その期日を告

示される長崎市議会議=の選挙につい

て適用し、伺日の前日までにその期日


